
 

 

代替農地等の取得に関する承認申請書（納期限延長事案用）  
 

整理簿番号 
 

 
 
 
                          〒 
 
 
                        住 所                           
          税務署長 
                    申請者 
 
       年   月   日提出      氏 名               電話          
 
 
 

租税特別措置法施行令第40条の２第７項（昭和50年改正前）の規定により贈与税の納期

限の延長に係る代替農地等の取得価額の見積額等に関する承認申請をいたします。 

 
 

譲

渡

等

を

し

た

農

地

等 

農 地 等 の 所 在 地 

  

計 

農地等の地目等、面積 

 ㎡  ㎡  

贈 与 を 受 け た 年 月 日 昭和  年  月  日 昭和  年  月  日 

 

贈 与 の 時 の 価 額 

円 円 円 

譲渡等の年月日、態様 令和   年  月  日  令和   年  月  日  

 

譲 渡 等 の 対 価 の 額 

円 円 円 

取
得
見
込
の
農
地
又
は
採
草
放
牧
地 

農 地 又 は 採 草 
放 牧 地 の 所 在 地 

   

農 地 又 は 採 草 放 牧 
地 の 地 目 等 、 面 積 

 ㎡  ㎡  

取 得 予 定 の 年 月 日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

 

取 得 価 額 の 見 積 額 

円 円 円 

  
      （注）農地等とは、農地若しくは採草放牧地又は準農地をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                （資 12－28－１－Ａ４統一） 

関与税理士  電話番号 
 

税 務 署 

受 付 印 



代替農地等の取得に関する承認申請書 

（納期限延長事案用） 

 

 

１ 使用目的 

この承認申請書は、措法の一部を改正する法律（ 昭和50 年法律第16 号）による改正前の

措法第70 条の４第１項の規定の適用を受けている者が、納期限のまだ確定していない間に、

同法同条第１項第１号又は同条第２項の規定による譲渡等があった場合において、当該譲渡

等の日から１年以内に代替農地等を取得する見込につき税務署長の承認を受けるために使用

するものである。 

２ 留意事項等 

この承認申請書の提出期限は、当該譲渡等があった日から１か月以内です。 

 
  


